
岩倉市住宅かさ上等浸水対策事業補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、浸水による家屋の被害を防止し、又は軽

減するため、浸水対策を実施する者に対し、予算の範囲内に

お い て 岩 倉 市 が 交 付 す る 住 宅 か さ 上 等 浸 水 対 策 事 業 補 助 金

（以下「補助金」という。）に関し 、必要な事項を定めるも

のとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、「浸水防止施設 」とは、浸水によ

る家屋の被害を防止し、又は軽減するための塀 等で、別表第

１に定めるものをいう。  

（補助の対象）  

第３条  補助金の対象となる工事は、岩倉市内において現に居

住の用に供している家屋で、浸水による家屋の被害が発生す

る お そ れ が あ る と 市 長 が 認 め る 地 域 内 に お け る 住 宅 か さ 上

工事又は浸水防止施設の設置工事（以下「浸水対策工事」と

いう。）とする。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

場合については、補助金の交付対象としない。  

(1) 家屋の新築（大規模な改築を含む。）に伴い、浸水対策工

事を行う場合  

(2) 土地家屋の売買を業とする者が、営利を目的として所有

している住宅に浸水対策工事を実施する場合  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適

当と認めた浸水対策工事である場合  

（補助対象者）  

第３条の２  補助金の交付を受けることができる者は、次の各

号のいずれにも該当する者とする。  

 (1) 前条第１項に該当する地域に存する住宅の所有者（現に

その住宅に居住する者で、所有者の同意を得られる者を含

む。）又はその相続人であること。  

 (2) 市税等（市税（岩倉市税条例（昭和４６年岩倉市条例第



４２号）第３条に規定する普通税、岩倉市都市計画税条例

（昭和４６年岩倉市条例第４３号）第１条第１項に規定す

る都市計画税及び岩倉市国民健康保険税条例（昭和４６年

岩倉市条例第４４号）第１条第１項に規定する国民健康保

険税をいう。）並びにその督促手数料、延滞金、過少申告

加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。）

を滞納していない者であること。  

 (3) 岩 倉 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 岩 倉 市 条 例 第 ２ ２

号）第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）若しくは同条第２号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者でないこと。  

（補助金の額）  

第４条  補助金の額は、別表第２に定めるとおりとする。  

（交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ岩倉

市住宅かさ上等浸水対策事業補助金交付申請書（様式第１）

に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 施工位置図  

(2) 計画書（見積書及び図面）  

(3) 市税等の完納を証明できるもの  

(4) 現況写真  

(5) その他市長が必要と認める書類  

（交付決定）  

第６条  市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査

し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付

決定通知書（様式第２）により通知するものとする。  

（事業内容の変更等）  

第７条  補助金の交付決定を受けた者が当該決定に係 る事業の

内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとす

るときは、岩倉市住宅かさ上等浸水対策事業補助金変更承認

申請書（様式第３）により市長の承認を得なければならない。 

（実績報告）  



第８条  浸水対策工事が完了したときは、 速やかに岩倉市 住宅

かさ上等浸水対策事業補助金実績報告書（様式第４）に次の

書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 領収書の写し  

(2) 完了写真  

(3) その他市長が必要と認める書類  

（補助金の交付）  

第９条  市長は前条の実績報告書 を受理したときは、 速やかに

検査を行い適当と認めるときは、岩倉市住宅かさ上等浸水対

策事業補助金交付請求書（様式第５）による請求に基づき、

補助金を交付する。  

（決定の取消し等）  

第１０条  市長は、申請者が次の 各号のいずれかに該当すると

きは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

既 に 交 付 し た 補 助 金 の 全 部 若 し く は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と

ができる。  

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金交付の決定を

受けたとき。  

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法

令又はこの要綱に違反したとき。  

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき 。  

（雑則）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、 補助金の交付につい

て必要な事項は、市長が別に定める。  

 

    附  則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

 

    附  則  

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。  



 

  附  則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 

別表第１（第２条関係）  

浸水防止施設  

名   称  内        容  

浸水防止塀  ブ ロ ッ ク 塀 等 で 宅 地 へ の 浸 水 を 防 止 す る 施 設

（ポンプ等の排水設備を含む。）。ただし、原則

として、ブロック塀等は道路からの高さ６０セ

ン チ メ ー ト ル 以 下 か つ 組 積 造 の 部 分 が ４ ０ セ

ンチメートル以下とする。  

浸水防止板  (1) 宅地、建物等の出入口に設置する板によ

り、浸水を防止するための施設で、取外し

又は移動が可能なもの（関連工事により打

設する土間コンクリートを含む。）  

(2) 建物の換気口等に設置する板等  

 

別表第２（第４条関係）  

補助金の額  

種  目  補助金の額  

住 宅 か さ 上 工

事  

その事業の工事費の２分の１とし、その補助す

る金額が３００万円を超えるものについては、

３００万円を限度とする。  

浸 水 防 止 施 設

設置工事  

浸水防止施設の設置に要した工事費、又は、浸

水 防 止 施 設 の 長 さ １ メ ー ト ル 当 た り ２ 万 円 を



乗じて得た額（１メートル未満の端数がある場

合は、その端数を切り捨てた長さ）のいずれか

少ない額の２分の１の額とし、３０万円を限度

とする。  

備考  千円未満の端数は切り捨てるものとする。  


